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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関

す
る
法
律
案
（
閣
法
第
九
四
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
日
韓
両
国
の
年
金
制
度
の
適
用
を
調
整
し
て
二
重
加
入
の
解
消
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
社
会
保
障
に

関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定

（
以
下
「
協
定
」
と
い
う

）
を
実
施
す
る
た
め
、
国
民
年
金
法
、
厚
生
年
金

」

。

保
険
法
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
及
び
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
特
例
等
を
定
め
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
被
保
険
者
の
資
格
に
関
す
る
特
例

大
韓
民
国
（
以
下
「
韓
国
」
と
い
う

）
か
ら
我
が
国
に
一
時
的
に
派
遣
さ
れ
た
者
等
で
あ
っ
て
、
協
定
の
規
定
に
よ
り

。
、

、

。

韓
国
の
年
金
法
令
の
適
用
を
受
け
る
者
は

公
的
年
金
各
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

被
保
険
者
等
と
し
な
い
も
の
と
す
る

二
、
情
報
提
供

社
会
保
険
庁
長
官
等
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
の
被
保
険
者
等
に
関
す
る
情
報
を
、
協
定
の
規
定
の
実
施
に
必
要
な
限
度
に

お
い
て
、
韓
国
の
実
施
機
関
等
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


